
児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
は 

期
間
内
に
提
出
を

対
父
母
が
離
婚
、
父
が
死
亡
、
父
が

重
度
の
障
害
、
父
が
生
死
不
明
、
父
に

引
き
続
き
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る

な
ど
の
児
童
を
監
護
し
て
い
る
母
、
ま

た
は
養
育
し
て
い
る
人
で
、
８
月
以
降

も
引
き
続
き
手
当
て
を
受
給
す
る
人　

※
た
だ
し
、
平
成
15
年
４
月
１
日
に
お

い
て
支
給
要
件
に
該
当
し
て
か
ら
５
年

が
経
過
し
て
い
る
人
、
年
金
を
受
給
し

て
い
る
人
、
児
童
が
年
金
の
加
算
の
対

象
と
な
っ
て
い
る
人
な
ど
は
該
当
し
ま

せ
ん
。 

受
８
月
３
日
（
月
）
～
31
日

（
月
）
の
間
に
問
い
合
わ
せ
先
ま
で

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
児
童
家
庭
課

（
０
８
５
７
）
20-

３
４
６
５

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（
16
ペ
ー
ジ
）

法
定
後
見
制
度
の
市
長
申
立
て

容
成
年
後
見
制
度
の
利
用
が
必
要
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誰
も
申
立
て

が
で
き
な
い
場
合
に
市
が
申
立
て
を
行

う
制
度
（
成
年
後
見
制
度
と
は
、
物
事

を
判
断
す
る
能
力
が
不
十
分
と
な
っ
た

人
の
財
産
管
理
や
、
日
常
生
活
の
契
約

な
ど
を
、
家
庭
裁
判
所
か
ら
選
任
さ
れ

た
人
が
支
援
す
る
制
度
）　

対
身
寄
り

の
な
い
、
ま
た
は
身
寄
り
が
い
て
も
音

信
不
通
で
あ
る
重
度
の
認
知
症
高
齢

者
、
知
的
障
が
い
者
、
精
神
障
が
い
者

な
ど

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
生
活
福
祉
課

（
０
８
５
７
）
20-

３
４
７
１

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（
16
ペ
ー
ジ
）

鳥
取
中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
０
８
５
７
）
20-

３
４
５
５

各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（
16
ペ
ー
ジ
）

緊
急
通
報
装
置
を
設
置
し
ま
す

容
急
病
な
ど
の
緊
急
時
に
通
報
す
る

装
置
の
設
置　

※
通
報
を
受
信
し
た
時

は
協
力
員
が
急
行
し
て
容
態
確
認
な
ど

を
行
い
ま
す
。 

対
▽
高
齢
者
の
み
の

世
帯
▽
重
度
の
障
が
い
の
あ
る
人　

料
▽
設
置
費
：
所
得
に
応
じ
て
無
料

～
６
万
７
２
０
０
円
▽
利
用
料
：
３
０

０
円
／
月

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課

（
０
８
５
７
）
20-

３
４
５
３

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（
16
ペ
ー
ジ
）

各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（
16
ペ
ー
ジ
）

家
族
介
護
者
の
集
い 

「
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
」

時
８
月
19
日
（
水
）
10:

00
～
12:

00 

所
集
合
場
所
：
さ
ざ
ん
か
会
館
玄
関
前

（
富
安
二
丁
目
） 

対
家
族
介
護
者
ま
た

は
介
護
に
関
心
の
あ
る
人　

容
施
設

見
学
（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
わ
か
ば
の
家

河
原
） 

料
２
０
０
円　

募
８
月
14
日

（
金
）
ま
で
に
問
い
合
わ
せ
先
ま
で

問
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
事
務
局
（
市

役
所
駅
南
庁
舎
鳥
取
中
央
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
内
）

（
０
８
５
７
）
20-

３
４
５
７

寝
具
丸
洗
い
乾
燥
サ
ー
ビ
ス 

９
月
実
施
分

対
65
歳
以
上
で
在
宅
の
寝
た
き
り
の
人 

料
▽
掛
布
団
：
２
０
０
円
▽
敷
布
団
：

２
０
０
円
▽
羽
根
布
団
：
３
０
０
円
▽

毛
布
：
１
０
０
円　

募
８
月
21
日
（
金
）

ま
で
に
、
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、

丸
洗
い
す
る
も
の
と
数
量
（
３
枚
ま
で
）

を
電
話
で
問
い
合
わ
せ
先
ま
で

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課

（
０
８
５
７
）
20-

３
４
５
３

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（
16
ペ
ー
ジ
）

ビ
オ
ト
ー
プ
の
再
生
な
ど
に
補
助

容
野
生
生
物
の
生
息
す
る
空
間
（
ビ

オ
ト
ー
プ
）
の
保
全
や
再
生
、
休
耕
田

を
利
用
し
た
植
物
、
貝
類
に
よ
る
水
質

浄
化
、
貝
類
・
稚
魚
な
ど
の
放
流
な
ど

の
事
業
へ
の
補
助　

対
自
治
会
、
環

境
保
全
団
体
な
ど　

額
各
種
資
材
費
、

建
設
機
械
の
借
り
上
げ
料
、
専
門
技
術

者
へ
の
賃
金
、
指
導
者
へ
の
謝
金
な
ど

の
経
費
の
２
分
の
１
（
上
限
50
万
円
） 

※
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
し
ま
す
。

問
市
役
所
本
庁
舎
環
境
政
策
課

（
０
８
５
７
）
20-

３
１
７
６

定
額
給
付
金
の
給
付
申
請
は 

お
早
め
に

容
手
続
き
が
ま
だ
の
人
は
、
申
請
書
に

①
運
転
免
許
証
な
ど
の
公
的
身
分
証
明

書
な
ど
本
人
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
書
類
の
コ
ピ
ー
②
振
込
口
座
番
号
、

カ
ナ
氏
名
が
確
認
で
き
る
通
帳
の
コ
ピ

ー
を
添
付
し
て
申
請　

受
９
月
25
日

（
金
）
ま
で
（
当
日
消
印
有
効
） 

※
申
請

書
を
紛
失
さ
れ
た
人
、
申
請
書
が
ま
だ

お
手
元
に
届
い
て
い
な
い
人
は
問
い
合

わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
総
務
課
定
額
給

付
金
チ
ー
ム

（
０
８
５
７
）
20-

３
８
６
０

定
額
給
付
金
の
寄
附

対
定
額
給
付
金
の
受
け
取
り
の
辞
退

を
考
え
て
い
る
人
、
利
用
の
予
定
が
な

く
、
地
域
の
た
め
に
使
い
た
い
と
考
え

て
い
る
人 

容
寄
附
し
た
場
合
、
一
定

福　祉

情報ひろば Inform
ation

お知らせ
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限
度
ま
で
所
得
税
と
併
せ
個
人
住
民
税

の
軽
減
あ
り
（
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
）

▽
寄
附
金
の
活
用
例
：
子
育
て
支
援
、

伝
統
文
化
の
継
承
、
鳥
取
砂
丘
の
保
全

と
活
性
化
な
ど　

※
申
請
さ
れ
な
か
っ

た
定
額
給
付
金
は
国
へ
返
還
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
本
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
内
の
ふ
る
さ
と
鳥
取
市
応
援
サ

イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
総
務
課
定
額
給

付
金
チ
ー
ム

（
０
８
５
７
）
20-
３
８
６
０

若
年
求
職
者
教
育
訓
練
費
用
の
助
成

容
若
年
求
職
者
が
、
就
職
に
あ
た
っ

て
自
己
の
能
力
開
発
の
た
め
の
教
育
訓

練
を
受
講
し
た
場
合
、
受
講
料
の
一
部

を
助
成　

対
対
象
講
座
：
平
成
22
年

３
月
31
日
ま
で
に
修
了
す
る
厚
生
労
働

大
臣
の
指
定
講
座　

※
検
索
用
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジh

ttp
://w

w
w

.k
y
u
fu

.ja
v
a
d
a
.

or.jp/kensa
ku/T

_
M

_
kensa

ku

　
※
雇

用
保
険
の
教
育
訓
練
給
付
の
対
象
講
座

と
同
等
の
内
容
で
す
。 

条
助
成
金
の

交
付
を
申
請
す
る
時
点
で
、
次
の
要
件

を
全
て
満
た
す
人
▽
本
市
に
住
所
を
有

す
る
▽
満
40
歳
未
満
で
就
職
し
て
い
な

い
▽
公
共
職
業
安
定
所
で
求
職
手
続
き

を
行
っ
て
い
る
▽
学
生
で
な
い
▽
雇
用

保
険
の
教
育
訓
練
給
付
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
▽
対
象
教
育
訓
練
を
終
了

し
た
人
▽
過
去
に
本
助
成
金
の
交
付
を

受
け
た
こ
と
が
な
い　

額
受
講
料
（
入

学
料
を
除
く
）
の
２
分
の
１
に
相
当
す

る
額
（
上
限
５
万
円
） 

持
▽
対
象
教

育
訓
練
の
内
容
が
わ
か
る
書
類
▽
受
講

料
の
額
が
確
認
で
き
る
書
類
▽
修
了
証

ま
た
は
単
位
認
定
証
の
写
し
▽
住
民
票

の
写
し
な
ど　

受
教
育
訓
練
の
修
了

し
た
日
か
ら
20
日
以
内
に
問
い
合
わ
せ

先
ま
で　

※
書
類
な
ど
の
確
認
の
た

め
、
あ
ら
か
じ
め
問
い
合
わ
せ
先
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問
市
役
所
第
２
庁
舎
経
済
戦
略
課

（
０
８
５
７
）
20-

３
１
３
４

核
兵
器
の
な
い
平
和
な
世
界
を

【
原
爆
犠
牲
者
の
慰
霊
と
平
和
祈
念
の

黙
と
う
】　

昭
和
20
年
８
月
６
日
に
広

島
市
に
、
９
日
に
長
崎
市
に
原
爆
が
投

下
さ
れ
て
か
ら
今
年
で
64
年
目
を
迎
え

ま
す
。
８
月
６
日
と
９
日
の
正
午
か
ら

１
分
間
、
原
爆
犠
牲
者
の
冥
福
と
世
界

の
平
和
を
祈
っ
て
、
黙
と
う
を
行
い
ま

す
。
み
な
さ
ん
の
家
庭
や
地
域
、
職
場

で
も
黙
と
う
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
非
核
平
和
事
業
】　

容
原
爆
写
真
パ
ネ

ル
、
折
り
鶴
の
展
示 

時
７
月
25
日
（
土
）

～
８
月
９
日
（
日
） 

※
中
央
図
書
館
休
館

日
の
７
月
28
日
（
火
）・
30
日
（
木
）、
８

月
４
日
（
火
）
は
休
み 

所
中
央
図
書
館

ギ
ャ
ラ
リ
ー
（
市
役
所
駅
南
庁
舎
２
階
）

問
市
役
所
本
庁
舎
総
務
課

（
０
８
５
７
）
20-

３
１
０
２

　道路に埋設された水道管の水漏れを早期に発見する
ため、漏水調査を実施します。調査は、水道局の委託
業者が行いますので、ご理解とご協力をお願いします。
調査期間　8 月～ 12 月頃まで

▽日中調査：家庭の水道メーター周囲

▽夜間調査（23:00 ～ 3:00 頃）：消火栓など
※漏水の調査員は、水道局が委託したことを示す「顔

写真入りの証明書」を携帯しています。不審な点が
ある場合は、証明書の提示を求めるか、水道局に問
い合わせください。

道路の漏水調査を行います
水道局からのお　　　らせ知

問い合わせ先　水道局工務課 （0857）53-7946

問い合わせ先　鳥取社会保険事務局 （0857）39-1172
鳥取県社会保険労務士会 （0857）26-0835

「ねんきん定期便・特別
便」出張相談日（8 月）

　社会保険庁では、年金の加入記録を記載した「ねん
きん定期便」を、順次お送りしているところです。社
会保険労務士による「ねんきん定期便・特別便」出張
相談窓口を開設しますので、相談を受けられる場合は、
ぜひこの機会をご利用ください。
　相談を受けられる際には、「ねんきん定期便」と年
金手帳（被保険者）、または「ねんきん特別便」と年
金証書（受給者）をご持参ください。
※代理人の場合は、委任状が必要です。

会場 相談日
市役所駅南庁舎 8 月 18 日（火）
国府町総合支所 8 月 11 日（火）
福部町総合支所 8 月 13 日（木）
河原町総合支所 8 月 20 日（木）
用瀬地区保健センター 8 月 12 日（水）
佐治町総合支所 8 月 14 日（金）
気高町総合支所 8 月  4 日（火）
鹿野町総合支所 8 月 13 日（木）
青谷町総合支所 8 月 19 日（水）

相談受付時間　各会場とも 10:00 ～ 15:00

さいふにエコして
地 球 温 暖 化 防 止

問い合わせ先 市役所本庁舎環境政策課 （0857）20-3176

第10回　家電編　電気ポットのつけっぱなしは大敵
　沸騰したお湯を6時間保温（通電）し続けた場合
と、プラグを抜いて必要な時に再沸騰して使用した場
合を比べると、後者は年間で…

エコできます。
省 エ ネ の コ ツ

・低めの温度で保温、必要な時に再沸騰させましょう。
・長時間使用しない時はプラグを抜きましょう。

※「New 家庭の省エネ大辞典」より

電気を 107.45kwh
CO2 を 48.7 ㎏
財布に約 2360円

凡例
対＝対象　容＝内容　時＝日時　募＝募集期間・方法
所＝場所　員＝定員　数＝数量　額＝支給・助成額など
料＝料金　受＝受付　条＝条件　持＝持参するもの
問＝問い合わせ先
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